
1 

 

一般社団法人日本宇宙生物科学会名誉会員選出規程 

 

（趣旨） 

第1条 一般社団法人日本宇宙生物科学会名誉会員候補者の選出について定める。 

 

（選出） 

第2条 名誉会員候補者の選出は、賞選考委員会及び理事会の議を経て行う。 

 

2. 名誉会員候補者の選出については理事会がその責務を負う。 

3. 理事会は名誉会員候補者を選出後、これを代議員総会に諮り、代議員総会の議を経て決定さ

れる。 

 

（判定） 

第3条 名誉会員資格の判定には、一般社団法人日本宇宙生物科学会申し合わせ事項に基づく代

議員資格を失ってからの年数、学会賞または功績賞の受賞、学会会長、副会長または大会長経験

などの学会への貢献及び会費納入実績を考慮する。 

 

（改廃） 

第4条 本規程の改廃は委員会の発案により理事会における承認の後、代議員総会の議を経て行

うものとする。 

 

附則 

1. 本規定は平成26年9月22日より施行する。 

2. 本規程は平成30年9月22日より施行する。 


